
洋野町

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

１　社会資本整備総合交付金の確保について
　道路、橋りょう及び公営住宅をはじめとする社会資本整
備は、まちづくり、町民福祉の向上、地域産業の振興、町
民生活の安全・安心の確保からも重要な施策の一つであり
ます。
　本町においては、まだまだ立ち遅れている道路や下水
道、公営住宅等社会基盤の整備が欠かせない状況にあり、
これら社会資本の整備に国土交通省所管の社会資本整備総
合交付金を財源として事業を推進しておりますが、同交付
金の要望額に対する交付割合が低く、大幅な減額となって
いることから計画的な社会資本整備が進まない状況となっ
ております。
　このような状況が続くことは、自主財源が少なく財政基
盤の脆弱な本町にとりまして、まちづくりや地域産業の振
興などに影響が生じ、他の地域より社会資本整備が遅れる
こととなります。
　つきましては、本町のまちづくりが計画どおり推進でき
るよう社会資本整備総合交付金の国における予算の確保及
び要望額に対する十分な配分が図られるよう強く要望いた
します。

　地方の社会資本整備を推進するための予算の確保につい
て、県では、平成30年６月８日に行った「2019年度政府予
算提言・要望」等により、継続的に国へ提言・要望を行っ
ています。
　平成30年12月21日に閣議決定された平成31年度政府予算
案では、「社会資本整備総合交付金」及び「防災・安全交
付金」について、平成30年度に対して約1.09倍の予算が確
保されたところです。
　今後も、地方の社会資本整備等を着実に推進するための
予算の確保を国に働きかけ、財源確保に努めていきます。
（Ｂ）

県北広域振
興局

土木部 Ｂ:１
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２　道路施設の定期点検への財政支援について
　橋りょう等の道路構造物が急速に老朽化していくことを
踏まえ、平成26年に道路法施行規則の改正が行われ、国が
定める統一的な基準により、橋りょう・トンネル・横断歩
道橋・門型標識・シェッド・大型カルバート等の点検を５
年に１回の頻度で近接目視により行うことが道路管理者の
義務として明確化されたところであります。
　この、公共施設の点検・調査等に要する経費について
は、社会資本整備総合交付金の対象となるものの、事業費
の約37パーセントは自治体負担となるものであります。
　また、一般的調査や経常的な点検・調査等の経費につい
ては、地方債の対象とならないものとされておりますこと
から、この経費は自治体の一般財源負担となり、自主財源
が少なく財政基盤の脆弱な本町にとりまして、公共施設の
老朽化対策などに大きな影響を受けることとなります。
　つきましては、本町の公共施設の老朽化対策の取り組み
が着実に推進できるよう定期点検経費の地方負担額への財
政支援について、国への働きかけを要望いたします。

　道路インフラの老朽化対策については、今後老朽化する
施設が増加していくことから、6月8日、11月9日に行った
2019年度政府予算提言・要望において、必要な財政支援を
講じるよう国に対して要望しております。(Ｂ)

県北広域振
興局

土木部 Ｂ:１
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３　県営地域用水環境整備事業の促進について
　平成17年に県営農地開発事業により完工した大野ダム
は、平成22年度から県営地域用水環境整備事業の採択によ
り、ダム周辺の環境整備が進められているところでありま
す。
　また、大野ダム周辺環境整備計画とダム周辺の水沢地域
の地域づくり方針との連携により、当地域の活性化への相
乗効果が期待されるとともに、水辺と緑に囲まれた豊かな
自然は、地域の貴重な財産であり、大野ダム周辺の環境整
備を推進することによる自然資源の保全・活用により、地
域住民の憩いの場の創出と生活環境基盤の向上による地域
コミュニティの活発化が期待されるほか、観光客の誘客に
よる地域の活性化が図られるものと考えております。
　しかしながら、近年、事業実施の要望額を大幅に下回る
予算配分となっており、平成29年度までの８年間の進捗率
は56パーセント程度で、事業完了予定の平成31年度での完
了が困難な状況が見込まれます。
　つきましては、事業完了年度までの計画的な予算確保が
必要でありますので、特段のご配慮を賜りますよう要望い
たします。

　県営地域用水環境整備事業は、国の農山漁村地域整備交
付金を財源に事業実施しているところですが、この交付金
の国からの配分については、毎年度要望を大きく下回って
いる状況です。そうした中、大野ダム周辺の環境整備に当
たって、今年度においても前年度と同額の予算を確保し、
植栽等の整備を進めることとしています。
　今後も地域の声に応えられるよう、国に対し必要な予算
確保を要望してまいります。(B）

県北広域振
興局

農政部農村
整備室

Ｂ:１
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４　公共牧場の整備促進について
　本町の基幹産業である畜産経営の持続的な発展を図るた
めには、農家の経営規模拡大と低コスト化による生産性の
向上が喫緊の課題となっております。
　そのような中、町内３カ所の公共牧場は、預託牛の受け
入れや粗飼料の供給基地として、農家の規模拡大及び経営
安定に大きく寄与しているほか、東日本大震災の際には、
本県のみならず他県の被災地からも預託牛を受け入れるな
ど大きく貢献をしてきたところであります。
　また、飼料価格の高止まりや労働力不足など、農家の畜
産経営への影響が懸念される中、公共牧場への預託頭数は
年々増加しているほか、冬期も含めた周年預託を希望する
声が高まっており、その役割はますます重要となっており
ます。
　しかしながら、本町の公共牧場は冬期の預託施設が不足
していることから、農家の預託希望に十分応えられない状
況となっており、預託施設をはじめとする公共牧場の整備
が急務となっております。
　つきましては、意欲ある農業者が将来展望をもって畜産
経営に取り組めるよう、公共牧場整備事業に係る財政支援
について、特段のご配慮を賜りますよう要望いたします。

　畜産経営にとって、公共牧場は自給飼料を活用した省力
管理・低コスト生産を支援する場であり、畜産振興を図る
上でも重要な施設であります。
　洋野町では、町内３カ所の公共牧場のうち預託牛を受け
入れている大野牧場について、冬期も含めた周年預託に対
応するための預託機能を強化する意向であると伺ってお
り、国庫補助事業である農業競争力強化農地整備事業や農
山漁村地域整備交付金等の活用に向けて、現在関係機関と
検討を進めているところです。
　県としては、今後もこうした国庫補助事業等の活用を通
じて公共牧場の機能強化を支援し、畜産振興を図って参り
ます。
　なお、農業競争力強化農地整備事業及び農山漁村地域整
備交付金については、地方債である公共事業等債が活用で
きます。（Ｂ）

県北広域振
興局

農政部 Ｂ：1
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５　地域公共交通の維持確保対策について
　地域公共交通は、地域住民の暮らしに密着したものであ
り、特にも自家用車を持たない高齢者や児童・生徒にとっ
ては、通院や通学など日常生活に欠かせない重要な交通手
段となっております。
　本町における公共交通は、種市地区はＪＲ八戸線を基幹
として、３系統６路線を町営バスが、大野地区は３系統３
路線を民間路線バスがそれぞれ運行しております。
　本町では、地域住民の生活交通手段の確保は重要な政策
と捉え、財政状況が厳しい中にあっても、町営バス３台に
よる自主運行のほか、民間路線バス２路線は、町と関係市
町からの委託補助金により、また、久慈大野線は国庫補助
である地域間幹線系統補助を受けて維持運行しているとこ
ろであります。
　しかしながら、ここ数年の人口減少に伴い利用者が減少
している中においては、久慈大野線の国庫補助採択は極め
て厳しい状況が続いており、関係機関と共同で利用促進対
策を講じているほか、町単独事業として、高校生を対象に
地域生活バス路線利用促進奨励制度を設け、路線の維持確
保に取り組んでおりますが、平成32年度には被災地特例に
よる激変緩和措置が終了するため、補助対象から外れる可
能性があります。
　県の配慮により、平成30年度から被災地通学支援事業を
実施していただくこととなりましたが、本町をはじめ沿岸
地域はいまだ東日本大震災からの復興への途上にあるほ
か、人口減少が進む過疎地域における住民の暮らしを守る
ため、地域間幹線系統補助の激変緩和措置の継続並びに地
域公共交通に係る積極的なご支援を賜りますよう要望いた
します。

　県では、国が「当分の間」としている地域間幹線系統補
助に係る激変緩和措置について、地域の生活の足の確保の
ため、一定程度継続するよう、国に対し要望を行ってお
り、今後も引き続き働きかけていきます。
　また、県では、持続可能な地域公共交通の維持・確保を
図るため、「岩手県地域公共交通活性化協議会」を設置
し、地域公共交通網形成計画を策定したことから、その対
応方法や支援のあり方等について検討しながら、全県的な
視点で適切な公共交通体系を構築していきます。(Ｂ)

県北広域振
興局

経営企画部 Ｂ：１
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６　八戸・久慈自動車道（高規格幹線道路）の早期整備促
進について
　八戸・久慈自動車道は、年々整備が進められ、これまで
に「久慈道路」3.2キロメートル、「八戸南道路」8.7キロ
メートル、「八戸南環状道路」8.6キロメートルが供用さ
れております。さらに、本町の整備区間である「洋野階上
道路」23キロメートルにおいても平成32年度の開通が見込
まれているところであります。
　本町は立地上、高速交通網の整備が立ち遅れており、距
離的、時間的不利な条件を解消し、効果的で確実な流通環
境整備と交流人口を増大するためにも、その整備が喫緊の
課題であります。
　さらには、進行する少子高齢化社会において、医療・福
祉といった住民の生命と健康を守り、安全で安心して生活
できる地域社会を実現するため、高規格幹線道路整備の推
進が特にも重要であると考えております。
　また、東日本大震災においては、国道45号が各地で寸断
され、多くの機能が失われた一方で、三陸沿岸の被災地に
おいて供用中の高規格道路が避難道路や緊急物資の輸送道
路として極めて有効に機能し、「命を守る道路」としての
重要性が改めて明確になりました。
　つきましては、東日本大震災からの復旧・復興に不可欠
な「命の道」としての道路整備を推進するため、その予算
を十分確保いただくとともに、安全で安心な生活環境を向
上させるために極めて重要な高速道路網である「八戸・久
慈自動車道」の早期完成を強く要望いたします。

　三陸沿岸地域の早期復興のためには、高規格幹線道路や
地域高規格道路によ
る三陸沿岸の縦貫軸及び内陸と沿岸を結ぶ横断軸で構成さ
れる幹線道路ネット
ワークの構築が必要不可欠であると考えています。県では
これらの復興道路等
について、国の「『復興・創生期間』における東日本大震
災からの復興の基本方針」に沿って着実に整備を進め、早
期に全線完成することを国に対し要望しています。
　県としては、今後とも関係機関と連携を図りながら、早
期全線完成に向けて強く働きかけていきます。(Ａ)

県北広域振
興局

土木部 Ａ：1
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７　幹線道路の整備促進等について
　道路は、地域の住民生活、産業、経済及び社会活動を支
える最も基本的な社会資本であり、今後の地域発展のため
には、その整備をより一層推進することが必要不可欠であ
ります。
　特にも、県北地域は、高速交通網の整備が立ち遅れてお
り、そのことが地域振興と産業経済の発展に大きく影響
し、県内での地域間格差を生み出す大きな要因のひとつと
なっております。
　また、市町村合併により旧町村間の地域活動が広範化・
活発化する中、広域的幹線道路から市町村道に至るまで、
道路網の体系的な整備をより一層推進する必要がありま
す。
　つきましては、地域間格差を解消し、地域の一体的・効
率的なまちづくりを進めるため、下記路線の整備促進につ
いて、特段のご配慮を賜りますよう要望いたします。
記
１　主要地方道八戸大野線（歩道整備及び明寿橋の線形改
良）
２　主要地方道軽米種市線（歩道整備及び道路改良整備）
３　国道395号（道路改良整備）
４　一般県道明戸八木線（道路改良整備）
５　久慈市中心部から久慈東高等学校、夏井地区及び本町
帯島・水沢地区を経由し、一般県道大野山形線に接続する
路線（町道7.5キロメ－トル）の県道昇格

１　主要地方道八戸大野線(歩道整備及び明寿橋の線形改
良)
　歩道設置については、県内各地から多くの要望があり、
必要性、緊急性等を考慮しながら整備を進めている状況で
す。
　向田地区の歩道整備について、平成29年度に詳細設計を
行い、平成30年度は用地測量を行っています。今後とも地
元のご協力をいただきながら、整備推進に努めていきま
す。（Ａ）
　長根地区の歩道整備及び明寿橋の線形改良について、交
通量の推移や公共事業予算の動向を見極めながら検討して
いきますが、早期の事業化は難しい状況です。（Ｃ）
　明寿橋の線形改良については、交通量の推移や公共事業
予算の動向を見極めながら検討していきますが、早期の事
業化は難しい状況です。（Ｃ）

２　主要地方道軽米種市線(歩道整備及び道路改良整備)
　歩道整備については、県内各地から多くの要望があり、
必要性、緊急性等を考慮しながら整備を進めている状況で
す。
　御要望の箇所については、交通量の推移や公共事業予算
の動向等を見極めながら検討していきますが、早期の事業
化は難しい状況です。（Ｃ)

３　国道３９５号（道路改良整備）
　本路線の道路改良整備については、平成26年度から赤石
峠付近（軽米町側）の延長約0.7kmについて事業に着手
し、平成29年度事業完了しています。（Ａ）
　その他の区間（※）については、交通量の推移や公共事
業予算の動向等を見極めながら検討していきますが、早期
の整備は難しい状況です。（Ｃ）

県北広域振
興局

土木部 Ａ：２
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８　企業誘致の推進について
　本町では、就業場所の不足等により、高校新卒者をはじ
めとする若年者の町外流出による人口減少が大きな課題と
なっております。
　平成28年度には、県当局のご支援をいただきながら新た
に一件の企業立地が決定したところでありますが、しかし
ながら、未だ課題の解決には至っていないところでありま
す。
　つきましては、本町の雇用機会の安定的な拡大を図るた
め、豊かな農林水産物を活用した食料品製造業をはじめ、
繊維工業、電気機械器具製造業及び医療機器製造業などの
企業の誘致について、特段のご配慮を賜りますよう要望い
たします。

　県では、食産業など、地域資源を生かし得る企業の誘致
に取り組んでいるところです。
　また、「特定区域における産業の活性化に関する条例」
等に基づく地方税の減免措置や、平成29年度から対象業種
の拡大や補助要件の緩和を行った企業立地促進奨励事業費
補助制度をＰＲしながら、今後とも企業誘致に積極的に取
り組んでいきます。
　さらに、平成29年度に創設した県北広域産業力強化促進
事業費補助制度を活用し、中小企業による設備投資を支援
することにより、地域全体の産業競争力を強化し、企業誘
致に結びつけていきます。
　企業誘致は、地域の情報発信が重要であることから、県
としても貴町と一体となって、情報共有や同行訪問など緊
密な連携を図りながら、質の高い雇用を生む企業の誘致に
取り組みます。(Ｂ)

県北広域振
興局

経営企画部
産業振興室

Ｂ：１
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９　再生可能エネルギー導入に向けた支援について
　東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故を起
因としたエネルギー供給への不安や、平成24年７月からの
再生可能エネルギー固定価格買取制度の開始により、再生
可能エネルギーへの関心が高まっております。
　本町においては、再生可能エネルギーの活用の方向性を
定めた「洋野町再生可能エネルギービジョン」を策定し、
エネルギーの地産地消と再生可能エネルギーを活かしたま
ちづくりに取り組んでおり、これまでに事業者による大規
模太陽光発電施設の建設や風力発電の調査のほか、県のご
支援により、洋上風力発電の可能性調査や事業化に向けた
課題の整理・検討を進めてきたところであります。
　一方で、再生可能エネルギーの導入を促進していくうえ
で、三陸沿岸地域の既存の送電網は脆弱であり、当地域に
おける電力供給の安定を図るためには、送電網の強化が大
きな課題と捉えております。
　つきましては、三陸沿岸地域の復興に大きく寄与するこ
とが期待される再生可能エネルギーの導入に向けて、早期
に送電網の強化が図られますよう要望いたします。

　再生可能エネルギーの導入促進を図るためには、送電網
の強化が不可欠であることから、これまでも機会を捉えて
国に対し要望を行っており、今後も要望を継続していきま
す。
　なお、電力インフラが脆弱な地域においては、接続費用
が買取価格で想定する費用を上回るなど、地域間格差が生
じており、本県の恵まれた再生可能エネルギー資源を活用
して大規模発電施設の立地を促進するためには、接続費用
の地域間格差解消に向けた施策の展開も必要であると認識
しています。
　現在、電力系統の運用調整を担う電力広域的運営推進機
関において、本県を含む東北北部エリアなどの送変電設備
の増強が必要な地域について、複数事業者が共同で設備増
強することにより費用負担の軽減が図られる「募集プロセ
ス」が進められているところです。
　また、国においては、混雑時の出力抑制など、一定の条
件下で接続を認める「日本版コネクト＆マネージ」の具体
化に向けた取組が進められています。
　県においては、このような新たな取組の効果や、市町村
や事業者等との意見交換等も通じて、今後とも課題解決に
向けた検討を進めていきたいと考えています。(Ｂ）

県北広域振
興局

経営企画部 Ｂ：１
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10　久慈地区斎場までのアクセス道路整備について
　久慈地区斎場が平成25年８月に久慈市大川目地区から同
市侍浜地区に移転新築されたことに伴い、本町大野方面か
らの最短距離による路線ルートの利用が増加しておりま
す。
　このルートは、大野方面から国道395号を通り、阿子木
地区からＪＲ侍浜駅までの一般県道侍浜停車場阿子木線を
経由し、久慈市の市道である北野線から国道45号を利用す
るルートでありますが、橋や道幅が狭く、大型バス等の通
行に不便が生じていることに加え、今後、交通量の増加も
見込まれることから、通行に支障を来す事態も想定されま
す。
　つきましては、利用者の安全・安心の確保と利便性の向
上を図るため、一般県道侍浜停車場阿子木線の道路改良整
備について、特段のご配慮を賜りますよう要望いたしま
す。

　一般県道侍浜停車場阿子木線の未改良区間の整備につい
ては、交通量の推移、公共事業予算の動向等を見極めなが
ら検討していきますが、早期の整備は難しい状況です。
(Ｃ)

県北広域振
興局

土木部 Ｃ：1

11　二級河川の整備について
　二級河川有家川、高家川、大野川、川尻川の整備につい
ては、災害復旧事業、小規模河川改修事業等で逐次改修し
ていただいておりますが、改修後数十年が経過し、護岸の
老朽化及び河床洗掘等により決壊の恐れのある箇所も出て
いる現状にあり、また、土砂堆積も台風時の突発的なもの
に限らず経年的に堆積されていくことから、数年後には堆
積箇所が増加してくるものと推測されます。
　このことから、防災・減災対策の推進を図り、当地域の
安全・安心な生活を確保するため、下記事項について、特
段のご配慮を賜りますよう要望いたします。
記
１　二級河川大野川明寿橋から東大野橋間の護岸整備
（約0.7キロメ－トル）
２　町内二級河川の障害物除去対策費の継続確保

１　二級河川大野川明寿橋から東大野橋間の護岸整備（約
0.7キロメートル）
　明寿橋から東大野橋間について、平成28年8月の台風第
10号による出水により約30m間において河岸が一部崩れ、
背後地に小屋があり崩落の危険性があることから平成29年
度に維持修繕工事で対応したところです。(Ａ)
　その他区間については、周辺の土地利用状況などを踏ま
え、治水対策の中で緊急性、重要性を勘案しながら護岸整
備の時期を検討していきます。(Ｂ)

２　町内二級河川の障害物除去対策費の継続確保
　平成28年8月の台風第10号による出水以降、再度の浸水
被害を防止するため、家屋連担箇所を中心に継続的に堆積
土砂や立木により河川内の障害物が多い箇所を優先的に除
去しているところです。(Ａ)
　今後も、防災・減災の観点から対策に必要な予算を確保
し、対応が必要な箇所について、計画的に河川の障害物除
去の対応を進めていきます。(Ｂ)

県北広域振
興局

土木部 Ａ:２
Ｂ:２
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12　八木港の静穏域確保（越波・うねり対策）について
　平成26年度から整備を進めていただいております八木港
の静穏域確保対策については、現在計画されている事業の
うち、残す南港南防波堤及び北港第1波除堤の延伸工事に
ついても、平成31年度の完成予定となっているところであ
ります。
　このことにより港内静穏域が確保され、安定した荷役作
業が可能となり外来船等の誘致による地域の水産業の振興
が図られるとともに台風をはじめ高潮・津波など、有事の
際の八戸港と久慈港の中間避難港としての役割が期待され
るところであります。
　しかしながら、近年、気候変動が著しく、台風等による
高潮や暴風による異常波浪の出現が増加していること、北
港第１防波堤堤頭部には消波ブロックが未設置であること
から、荒天時における越波・越流対策をより強化する必要
があります。
　つきましては、港内静穏域の確保を図るため、北港第１
防波堤の消波工整備について、特段のご配慮を賜りますよ
う要望いたします。

　八木港の静穏度確保対策については、平成26年度に事業
化したところであり、南港防波堤及び北港波除堤の延伸工
事については、平成30年度に完成する予定です。
　また、北港第1防波堤堤頭部の消波工整備については、
これまでの静穏度対策の効果や港湾施設の利用状況等を踏
まえ、必要に応じて検討を進めていきます。
　今後も、貴町や漁業関係者等と調整を図りながら、早期
に事業効果が発現できるよう、事業推進に努めます。
（Ｂ）

県北広域振
興局

土木部 Ｂ：１
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13　洋野町種市高等学校学生寮に対する支援について
　平成28年度に一般社団法人日本潜水協会から「種市高等
学校における潜水士の育成環境の充実のため、県内外から
広く入学生を受け入れるための宿泊施設の整備に財政的支
援をしたい」という申し出を受け、岩手県教育委員会と協
議し、本町が県から種市高等学校教職員公舎（横手公舎）
を譲り受け、同協会並びに一般財団法人港湾空港総合技術
センター等からの寄附金を活用し、学生寮の整備に取り組
み、去る平成30年４月９日に、入寮生９人を迎えて、関係
各位の立会の下、開寮式を行ったところであります。
　県立種市高等学校海洋開発科は、全国で唯一の工業潜水
教育を担う専門学科で、これまで世界で活躍する優秀な人
材を輩出してきたところであり、本町としましては、南部
もぐりの継承及び明日を担う産業人材の育成・確保並びに
地方創生に資することを目的として、現在、県立種市高等
学校教職員による舎監派遣の協力を得ながら、学生寮の管
理運営に鋭意取り組んでいるところであります。
　今後におきましても、学生寮の運営体制が確立するまで
の当面の間は、引き続き県立種市高等学校の協力をいただ
きたいと存じますので、ご配慮方よろしくお願いいたしま
す。
　また、生徒募集につきましても、全国で唯一の専門学科
であり、学生寮整備に伴い居住先も確保されることから、
本町でも広く生徒募集に取り組みますが、県においても、
機会を捉え、種市高等学校海洋開発科のＰＲをしていただ
きますよう要望したします。
　さらに、本町は農山漁村地域で、過疎地域であり、財政
基盤も脆弱であることから、学生寮の運営につきましても
財政面を含め、ご支援賜りますよう重ねて要望いたしま
す。

　種市高等学校学生寮につきましては、一般社団法人日本
潜水協会や町の意向等を踏まえ、同校の教職員公舎を無償
譲渡（敷地は無償貸付）したところです。あり、学生寮の
運営に係る直接的な財政支援は難しいと考えますが、平成
29年３月23日に関係団体等と締結した「海洋土木技術の持
続的発展と担い手の確保育成に係る包括的連携・協力に係
る協定」の趣旨を踏まえ、教職員による舎監の配置や、他
の県立学校で培った寄宿舎運営に係るノウハウの提供な
ど、良好な学生寮運営が可能となるよう支援しておりいき
ます。（Ｂ）
　また、昨年度から中学生やその保護者、中学校教員等
が、県立高校における専門教育について理解を深め、中学
生の主体的な進路選択の一助とするため、「いわての産業
教育だより」を発行しており、種市高等学校の海洋開発科
の測量士補や２級土木施工管理技術検定の資格取得に向け
た取組について紹介したところであり、今後も、包括的連
携・協定における関係団体の協力などもいただきながら、
特色ある取組の紹介に努めていきたいと考えています。
(Ａ)

県北教育事
務所

Ａ：１
Ｂ：１
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14　県立種市高等学校及び大野高等学校における教育環境
の充実について
　岩手の発展、地域の振興にとって、人材の育成は重要で
あり、その一翼を担う高等学校教育は、その要でありま
す。
　県立種市高等学校及び大野高等学校は、それぞれ地域の
特色を生かした教育に取り組み、これまでも有為な人材育
成に貢献いただいて参りました。
　また、本町では、地域や地域産業を担う人材を育成する
場として両校の存続に向け、関係団体等と連携しながら、
地域資源を生かした特色ある高等学校の魅力化の支援に取
り組んでおり、そのひとつが、種市高等学校学生寮の整備
運営であり、さらに種市高等学校振興会及び大野高等学校
振興協議会への継続した財政支援であります。
　岩手県では、平成27年４月に改訂した「今後の高等学校
教育の基本的方向」に基づく実施計画として、平成28年３
月に「新たな県立高等学校再編計画」が策定され、生徒数
の減少から、その前期計画（平成28～32年度）において、
平成30年度に種市高等学校普通科が１学級の減となり、平
成31年度には、大野高等学校普通科の１学級減が示されて
おります。
　本町の高等学校教育の機会は確保されたものの、１学級
減に伴う教職員数の減が予想され、今後、進学や就職と
いった個々への対応が必要となる中で、「教育の質」、
「多様な就学機会」の確保に難があることを指摘しなけれ
ばなりません。
　つきましては、人材育成、地方創生の観点からも、高等
学校教育機会の確保はもとより、特色ある学校づくり・魅
力ある学校づくりに向けて、教職員の加配措置等による
「教育の質の確保」をはじめ、「教育環境の充実」につい
て、特段のご配慮をいただきますよう要望いたします。

　平成28年３月に策定した「新たな県立高等学校再編計
画」におきましては、望ましい学校規模の確保による教育
の質の保証と、本県の地理的諸条件等を踏まえた教育の機
会の保障を大きな柱として、地域の高校を出来る限り存続
させることを基本的な考え方としています。
　今後も中学校卒業予定者数の減少が見込まれる中で、生
徒にとってより良い教育環境を整備していくために、前期
計画の着実な実施が重要と考えており、今年度から種市高
校を学級減とし、大野高校についても、今年度の定員充足
状況やブロック内の中学校卒業予定者数が今後も減少する
ことが見込まれること等から、再編計画どおり平成31年度
に学級減することとしました。（平成31年度の県立学校の
編制は、平成30年８月１日の県議会（閉会中の常任委員
会）にて説明・公表の上、平成30年10月19日の県教育委員
会定例会にて決定いたしました。）（Ｂ）
　また、教職員の配置については、「公立高等学校の適正
配置及び教職員定数の標準等に関する法律（標準法）」に
基づいた上で、種市高校には普通科・専門学科併設校とし
ての多様なカリキュラムを実現するために１名を加配して
おり、大野高校には学校の実情等を考慮し配置するととも
に、近隣の高校の教員が兼務することにより、生徒の教
科・科目選択を確保するよう努めているところです。今後
も、国の標準法に基づきながらも、学校の特色、現状等を
勘案して教職員の配置を検討していきます。（Ｂ）
　高等学校における教育環境につきましては、市町村等と
様々な形で意見交換を行いながら、引き続き、学校の魅力
づくりと教育の質の確保について、地域と連携して取り組
んでいきたいと考えています。

県北教育事
務所

Ｂ：２
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